（裏面）
様式第4号（第7条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表面）
北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
受領証等再交付申請書　　　　　　　　　　　　 　　　　

（宛先）北見市長

　　　　年　　　月　　　日付で交付されました北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証又は受領証カードの再交付を受けたいので、北見市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第7条の規定に基づき、申請します。

　【再交付を希望するもの】（該当するものに「レ」を付けてください）
· 北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証
· 北見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

　【再交付を希望する理由】（該当するものに「レ」をつけてください）
· 紛失
· 毀損
· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　




【確認事項】

	要綱の規定
	確認事項

	
	項　　　　目
	回　　　答
（該当するものに□に「レ」を付けてください）

	第2条第1号
	（関係性）
互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである二人の関係であること。

	· 左記に該当します。
	· 左記に該当しません。

	第3条第1号
	（年齢要件）
双方が、宣誓当日において成年であること。
	· 左記に該当します。
	· 左記に該当しません。

	第3条第2号
	（住所要件）
①　双方が本市に住所を有している。

	□　左記に該当します。

	
	②　一方が本市に住所を有している。

	· 左記に該当します。

	
	③　少なくともいずれか一方が本市へ転入を予定している。

	· 左記に該当します。
（予定日　　年　　月　　日/未定）

	第3条第3号
	（独身要件）
双方に配偶者がいないこと及び宣誓者以外の者とパートナーシップの関係（他自治体のパートナーシップ制度を含む）にないこと。

	· 左記に該当します。
	· 左記に該当しません。

	第3条第4号
	（近親者でないこと）
双方が、民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係でないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。

	· 左記に該当します。
	· 左記に該当しません。



